
１　国民審査の投票用紙には
　　（１）　やめさせた方がよいと思う裁判官については、その氏名の上の欄に×を書いてください。
　　（２）　やめさせなくてよいと思う裁判官については、何も書かないでください。
２　投票したくない人は、投票用紙を受け取らないでください。
３　投票用紙を受け取った後でも、投票したくない人は、投票箱に入れないで係員に返してください。
　　なお、投票用紙を持ち帰ることは法令に違反しますので、持ち帰らないで係員に返してください。

令 和 ８ 年 ２月８日 執 行

投票日時 ２月 ８ 日 (日) 午前７時から午後８時まで

告　示　番　号　：　１

告　示　番　号　：　２


